
障害福祉サービス

社会福祉法人 野栄福祉会

生活介護事業所 すてっぷ栄 辻内 理章

この講義のねらい

※障害者総合支援法の正式名称は

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」と
いいます。

• 「障害者総合支援法」により受けられる

各サービスの内容を理解する。

• 障害者・児をとりまく制度について理解する。

• 障害者・児が受けられる権利を理解する。
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障害福祉サービスの体系
（介護給付費・訓練等給付費・地域生活支援事業）

個々の障害支援区分や勘案すべき事項（社会活動や介護者、居住等の状況）を踏まえ、
個人に給付（支給決定）が行われる。
国と地方公共団体が義務的に費用を負担する自立支援給付で、障害の種別にかかわらず
全国一律の共通した枠組みによりサービスが提供される。
【介護給付費】

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護（医療に係るものを除く）、
生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援

【訓練等給付費】
自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助

障害福祉サービス

市町村が地域の実情や利用者の状況に応じて直営や委託等、柔軟な形態で実施することと
されている事業。

障害者相談支援事業、成年後見制度利用支援、移動支援、意思疎通支援、日常生活用具の
給付、地域活動支援センター 等
※複数の利用者への対応も可能⇒例：グループ支援型の移動支援等

地域生活支援事業

○ 障害福祉等サービス報酬とは、事業者が利用者に障害福祉サービスを提供した場合に、その
対価として事業者に支払われるサービス費用をいう。

○ 障害福祉サービス等報酬は各サービス毎に設定されており、基本的なサービス提供に係る費
用に加えて、各事業所のサービス提供体制や利用者の状況等に応じて加算・減算される仕組みと
なっている。

⑤介護給付費等の請求

【障害福祉サービス等報酬の支払いの流れ（概要）】

利用者

市町村サービス事業者

①障害支援区分認定の申請
（介護給付の場合）、支給申請

②認定、
支給決定

③サービスの提供
④利用者負担
（原則として所得に応じた負担）

⑥介護給付費等の支払い
（利用者負担を差し引いた報酬分）（介護給付、訓練等給付等） （公費負担：国５０％、

都道府県２５％、市町村２５％）

障害福祉サービス等報酬について
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○ 障害福祉サービス等報酬は、サービス提供に要する平均的な費用の額を勘案して設定している。（障害者総合支

援法第２９条第３項等）

○利用者に障害福祉サービス等を提供する従業者の賃金は地域によって差があり、この地域差を障害福祉サービス等

報酬に反映する為に、「単位」制を採用し、地域ごと、サービスごとに１単位の単価を設定している。

【障害福祉サービス報酬の算定】（生活介護の例）

サービスごとに算定した単位数 サービスごと、地域ごとに設定された１単位の単価

（参考）地域例単価級地

東京都 特別区11.22円１級地

大阪府 大阪市10.98円２級地

千葉県 成田市10.92円３級地

兵庫県 神戸市10.73円４級地

茨城県 水戸市10.61円５級地

宮城県 仙台市10.37円６級地

北海道 札幌市10.18円７級地

ー10.00円その他

基
本
報
酬

加
算
•
減
算

1,258単位区分６
所要時間
６時間以上
７時間未満

定員
11人以上
20人以下

941単位区分５

532単位区分２以下

等

基本報酬 × 70/100定員超過利用減算

＋33～321単位人員配置体制加算

＋6～32単位常勤看護職員等配置加算 等 ※  障害福祉サービス等の単価は、10円～11.60円
※  生活介護の単価は、10円～11.22円

事業者に支払われるサービス費（利用者は所得に応じた自己負担） ＝

① サービスごとに算定した単位数 × ② サービスごと、地域ごとに設定された１単位の単価

障害福祉サービス等報酬の仕組み

事業者に支払われるサービス費（利用者は所得に応じた自己負担）

施設・事業所数利用者数サービス内容

22,853220,180自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う居宅介護 者 児

7,66014,663
重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する者であって常に介護を必要と
する人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援、入院時の支援等を総合的に行う重度訪問介護 者

5,70127,994視覚障害により、移動に著しい困難を有する人が外出する時、必要な情報提供や介護を行う同行援護 者 児

2,51018,560自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行う行動援護 者 児

1139介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行う重度障害者等包括支援 者 児

6,83166,725自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含めた施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う短期入所 者 児

25921,135医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行う療養介護 者

13,229307,413
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供する生活介護 者

2,529120,692施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行う施設入所支援 者

訪
問
系

日
中
活
動
系

施
設
系
居
住
支
援
系

訓
練
系
•
就
労
系

障害福祉サービス等の体系（介護給付・訓練等給付）

介
護
給
付

訓

練

等

給

付

2931,248

15,057216,354

2012,288

1,39316,214

297614

2,79837,942

4,35986,391

19,970419,151

1,82720,234

一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握
し、必要な支援を行う

者自立生活援助

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ、食事の介護、日常生活上の援助を行う
居宅における自立した日常生活への移行後の定着に関する相談等の援助を行う

者共同生活援助

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能の維持、向上のために必要な訓練を行う者自立訓練（機能訓練）

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の維持、向上のために必要な支援、訓練を行う者自立訓練（生活訓練）
障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力
や適性等にあった選択の支援を行う

者就労選択支援

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う者就労移行支援

一般企業等での就労が困難な人に、雇用して就労の機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を
行う

者就労継続支援（A型）

一般企業等での就労が困難な人に、就労する機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を行う者就労継続支援（B型）

一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行う者就労定着支援

（注）１.表中の「 者 」は「障害者」、「児 」は「障害児」であり、利用できるサービスにマークを付している。２.利用者数及び施設・事業所数は、令和7 年 12月サービス提供分（国保連データ）73



障
害
児
通
所
系

入障
所害
系児

相
談
支
援
系

障害福祉サービス等の体系（障害児支援、相談支援に係る給付）

訪障
問害
系児

※ 障害児支援は、個別に利用の要否を判断（支援区分を認定する仕組みとなっていない）※ 相談支援は、支援区分によらず利用の要否を判断（支援区分を利用要件としていない）

施設・事業所数サービス内容 利用者数

14,887210,478

地域の障害児の健全な発達において中核的な役割を担う機関として、障害児を日々 保護者の下から通わせて、高度の専門的
な知識及び技術を必要とする児童発達支援を提供し、あわせて障害児の家族、指定障害児通所支援事業者その他の関
係者に対し、相談、専門的な助言その他の必要な援助を行う

センター 児

児童発達支援障
害
児
支
援
に
係
る
給
付

日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援、その他必要な支援を行
うセンター以外児

24,363411,553
授業の終了後又は休校日に、児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力向上のための必要な訓練、社会との
交流促進などの支援を行う放課後等デイサービス

児

137435重度の障害等により外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問して発達支援を行う児居宅訪問型児童発達支援

2,86134,348保育所、乳児院・児童養護施設等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門
的な支援などを行う

児保育所等訪問支援

1861,253施設に入所している障害児に対して、保護、日常生活の指導及び知識技能の付与を行う児福祉型障害児入所施設

1971,669
施設に入所又は指定医療機関に入院している障害児に対して、保護、日常生活の指導及び知識技能の付与並びに治
療を行う医療型障害児入所施設 児

11,062281,075

【サービス利用支援】
• サービス申請に係る支給決定前にサービス等利用計画案を作成
• 支給決定後、事業者等と連絡調整等を行い、サービス等利用計画を作成

【継続利用支援】
• サービス等の利用状況等の検証（モニタリング）
• 事業所等と連絡調整、必要に応じて新たな支給決定等に係る申請の勧奨

児計画相談支援 者相
談
支
援
に
係
る
給
付

7,408105,916

【障害児利用援助】
• 障害児通所支援の申請に係る給付決定の前に利用計画案を作成
• 給付決定後、事業者等と連絡調整等を行うとともに利用計画を作成

【継続障害児支援利用援助】
障害児相談支援 児

385798
住居の確保等、地域での生活に移行するための活動に関する相談、各障害福祉サービス事業所への同行支援等を行う

地域移行支援 者

54
6

4,713
常時、連絡体制を確保し障害の特性に起因して生じた緊急事態等における相談、障害福祉サービス事業所等と連絡
調整など、緊急時の各種支援を行う地域定着支援 者

（注）１.表中の「 者 」は「障害者」、「児 」は「障害児」であり、利用できるサービスにマークを付している。２.利用者数及び施設・事業所数は、令和7 年 12月サービス提供分（国保連データ）

平成２０年７月からの緊急措置 （対象世帯の拡大とともに②の限度額を更に軽減。）

（居宅・通所サービスの場合【障害者・障害児】）

① 定率負担が過大なものとならないよう、所得に応じて１月当たりの負担限度額を設定（介護保険並び）
② 平成１９年４月からの「特別対策」による負担軽減（①の限度額を軽減。平成２０年度まで。）
③
④
⑤

平成２２年４月から、低所得（市町村民税非課税）の利用者負担を無料化
平成２４年４月から法律上も応能負担となることが明確化（平成２２年１２月の議員立法による障害者自立支援法等

の一部改正法により措置）
⑥ 令和元年１０月から、３～５歳の障害児に対する児童発達支援等の利用者負担を無償化（全ての所得区分の世帯が対象）

（注）障害児の場合は、一般世帯の

所得割２８万円未満は、４，６００円※ 資産要件あり（所有する現金及び預貯金等が

1,000万円（単身の場合は500万円）以下等

）。平成２１年７月以降資産要件は撤廃。

（１） 一般：市町村民税課税世帯
（２） 低所得２：市町村民税非課税世帯（（３）を除く）
（３） 低所得１：市町村民税非課税世帯であって、利用者本人（障害児の場合はその保護者）の年収が８０万９,０００円以下の方
（４） 生活保護：生活保護世帯

サービス量

負
担
額

①
＜介護保険並び＞

定率負担（１割）
（サービス量に応じ） — 般

３７，２００円

低所得２

２４，６００円

生活保護

０円

低所得１
１５，０００円

一 般

３７，２００円

一 般 （※）
（所得割１６万円未満）

９，３００円

低所得２ （※）

６，１５０円
（通所は 3,750 円）

低所得１ （※）

３，７５０円

生活保護

０円

月額負担上限
（所得に応じ）

低所得２ （※）
３，０００円

（通所は 1,500 円）

生活保護

０円

低所得１ （※）
１，５００円

一 般 （※）
（所得割１６万円未満（注））

９，３００円

一 般
３７，２００円

一 般
３７，２００円

一 般
（所得割１６万円未満（注））

９，３００円

低所得２

０ 円

② （平成１９年４月～） ③ （平成２０年７月～） ④（平成２２年４月～）
＜特別対策＞ ＜緊急措置＞ ＜低所得無料化＞

生活保護
０円

低所得１
０ 円

利用者負担の変遷①

・緊急措置により平成20年7月から障害者の負担限度額については、世帯全体ではなく「本人及び配偶者」のみの所得で判断
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（入所サービス等の場合【障害者】）

① 定率負担が過大なものとならないよう、所得に応じて１月当たりの負担限度額を設定（介護保険並び）更
に、個別減免、補足給付（手元金制度）を実施。

② 平成２２年４月から低所得（市町村民税非課税）の利用者負担を無料化。
③ 平成２４年４月から法律上も応能負担となることが明確化（平成２２年１２月の議員立法による障害者自立支援法等

の一部改正法により措置）

平成２３年１０月か
らグループホーム・
ケアーホーム入居
者に対し、家賃助
成を実施。

※ 資産要件あり（所有する現金及び預貯

金等が 1,000万円（単身の場合は500

万円）以下等）。平成２１年７月以降資

産要件は撤廃。

（１） 一般：市町村民税課税世帯
（２） 低所得２：市町村民税非課税世帯（（３）を除く）
（３） 低所得１：市町村民税非課税世帯であって、利用者本人の年収が８０万９，０００円以下の方

サービス量

負
担
額

定率負担（１割）
（サービス量に応じ）

月額負担上限
（所得に応じ）

— 般
３７，２００円

低所得２
２４，６００円

生活保護
０円

低所得１
１５，０００円

①
＜介護保険並び＞

＋

＜個別減免（※）＞

・収入66,667円まで
は利用者負担０。

・66,667円を超えると
きは、超える額の半
額を上限に。

食費等を負担して
も手許金25,000円
（障害基礎年金
１級は28,000円）を
残す。
（生活保護の場合
は食費等の負担額
を全額給付）

＜補足給付（注）＞

— 般
３７，２００円

（平成２２年４月～）

②＜低所得無料化＞

低所得２
０円

生活保護
０円

低所得１
０円

食費等を負担して
も手許金25,000円
（障害基礎年金
１級は28,000円）を
残す。
（生活保護の場合
は食費等の負担額
を全額給付）

＜補足給付（注） ＞

利用者負担の変遷②

（４） 生活保護：生活保護世帯

・緊急措置により平成20年7月から障害者の負担限度額については、世帯全体ではなく「本人及び配偶者」のみの所得で判断

平成２０年７月からの緊急措置 （対象世帯の拡大とともに②の限度額を更に軽減。）

（入所サービスの場合【障害児】）

① 定率負担が過大なものとならないよう、所得に応じて１月当たりの負担限度額を設定（介護保険並び）
② 平成１９年４月からの「特別対策」による負担軽減（①の限度額を軽減。平成２０年度まで。）
③
④
⑤

平成２２年４月から、低所得（市町村民税非課税）の利用者負担を無料化。
平成２４年４月から法律上も応能負担となることが明確化（平成２２年１２月の議員立法による障害者自立支援法等

の一部改正法により措置）
⑥ 令和元年１０月から、３～５歳の障害児に対する利用者負担を無償化（全ての所得区分の世帯が対象）

※ 資産要件あり（所有する現金及び預貯金等が

1,000万円（単身の場合は500万円）以下等）。

平成２１年７月以降資産要件は撤廃。

（１） 一般：市町村民税課税世帯

（２） 低所得２：市町村民税非課税世帯（（３）を除く）

（３） 低所得１：市町村民税非課税世帯であって、保護者の年収が８０万９，０００円以下の方

（４） 生活保護：生活保護世帯

サービス量

負
担
額

定率負担（１割）
（サービス量に応じ）

①
＜介護保険並び＞

— 般

３７，２００円

低所得２

２４，６００円

生活保護

０円

低所得１
１５，０００円

生活保護

０円

＜特別対策＞

一 般

３７，２００円

一 般 （※）
（所得割１６万円未満）

１８ ，６００円

低所得２ （※）

１２ ，３０ ０円

低所得１ （※）

７，５００円

② （平成１９年４月～）

月額負担上限
（所得に応じ）

低所得２（※）
６，０００円

生活保護

０円

低所得１ （※）
３，５００ 円

＜緊急措置＞

一 般 （※）
（所得割２８万円未満）

９，３００円

一 般
３７，２００円

③ （平成２０年７月～）

低所得２
０ 円

生活保護
０円

低所得１
０ 円

一 般
（所得割２８万円未満）

９，３００円

一 般
３７， ２００円

④ （平成２２年４月～）
＜低所得無料化＞

利用者負担の変遷③
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計画相談支援

○ 対象者（平成27年度からは障害福祉サービス等を利用するすべての障害者等が対象となった。）

■ 障害福祉サービスの申請・変更申請 係る障害者・障害児（の保護者）
■ 地域相談支援の申請・変更申請 係る障害者

○ サービス内容
【サービス利用支援】

■ 障害福祉サービス等の申請 係る支給決定の前 サービス等利用計画案を作成
■ 支給決定後、サービス事業者等との連絡調整等を行うととも 、サービス等利用計画を作成

【継続サービス利用支援】
■ 障害福祉サービス等の利用状況等の検証（モニタリング）
■ サービス事業所等との連絡調整、必要 応じて新たな支給決定等係る申請の勧奨

■ 相談支援専門員
※ 35件 １人を標準

○ 報酬単価（基本報酬）（令和６年４月～）

○ 主な加算（令和６年４月～）

1,761単位/月（Ⅰ）（Ⅰ） 2,014単位/月 機能強化型継続サービス利用支援費機能強化型サービス利用支援費
1,661単位/月（Ⅱ）（Ⅱ） 1,914単位/月 機能強化型継続サービス利用支援費機能強化型サービス利用支援費
1,558単位/月（Ⅲ）（Ⅲ） 1,822単位/月 機能強化型継続サービス利用支援費機能強化型サービス利用支援費
1,408単位/月（Ⅳ）（Ⅳ） 1,672単位/月 機能強化型継続サービス利用支援費機能強化型サービス利用支援費

1,572単位/月 （Ⅱ） 732単位/月サービス利用支援費 （Ⅰ）
1,308単位/月 （Ⅱ） 606単位/月継続サービス利用支援費 （Ⅰ）

注） (継続)サービス利用支援費（Ⅰ） ついては、利用者が40未満の部分 ついて算定。 (継続)サービス利用支援費（Ⅱ） ついては、40以上の部分 ついて算定

○ 請求事業所数 ○ 利用者数11,062 （国保連令和 年 12月実績） 281,075 （国保連令和 7 年 12月実績）7

○ 主な人員配置

集中支援加算（①～③各300単位/月、➃300単位、⑤150単位/月）
計画策定月及びモニタリング対象月以外に地域生活の以下の業務について評価
①月２回以上の居宅等への訪問による面接 ②サービス担当者会議の開催
③関係機関が開催する会議への参加 ➃病院訪問時に情報提供( 月3回上限
)
⑤福祉サービス等提供機関への情報提供

初回加算（300単位）
・計画相談支援対象障害者等に対して、新規にサービス等利用計画を作成した場合等に

サービス利用支援費を算定する際、初期の手厚い面接や連絡調整等を評価
・サービスの利用申請から支給決定、サービスの利用開始までの期間内に一定の要件を満たす相

談支援を提供した場合､当該支援を提供した月数分を更に重ねて評価
※月に1度以上対面で面接等を実施した場合はテレビ電話装置等を活用した面接可。

高い質や専門性を有する相談支援を提供する体制の確保を評価
・主任相談支援専門員配置加算 （（Ⅰ）300単 位 / 月 （Ⅱ）100単位/月）
・行動障害支援体制加算 （（Ⅰ）60単位/月 （Ⅱ）30単位/月）
・要医療児者支援体制加算 （（Ⅰ）60単 位 / 月 （Ⅱ）30単位/月）
・精神障害者支援体制加算 （（Ⅰ）60単 位 / 月 （Ⅱ）30単位/月）
・高次脳機能障害支援体制加算（（Ⅰ）60単 位 / 月 （Ⅱ）30単位/月）
・ ピ ア サ ポ ー ト 体 制 加 算 （100単位/月）

居宅介護支援事業所等連携加算（①150単位、②③各300単位/月）
障害福祉サービス等の利用終了に伴い、相談支援の提供を終了する利用者を指定居宅介護支援
事業所、指定介護予防支援事業所、企業又は障害者就業・生活支援センター等へ引き継ぐに当たっ
て、支援の利用終了前後に以下の業務を行った場合を評価

①利用者の心身の状況等に関する情報提供 ②面接 ③会議参加

計画相談支援の現状
【計画相談支援の現状】

○令和６年度の費用額は約538億円であり、障害福祉サービス等全体の総費用額の約1.3％を占めている。
○費用額、利用者数、事業所数について、毎年増加している。
○１事業所あたりの利用者についても増加している。

（ R6：24.2人 R5:23.6人 R4:23.1人 R3:22.8人、 R2:22.0人）

13,550
41,791

105,918
79,310

117,060 126,774

172,955
146,926

213,046
198,319

238,328
224,356

254,549 269,600300,000

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

0

費用額の推移（百万円） 利用者数の推移（一月平均（人））

7,639
2,457

14,668
19,860

21,94723,878
27,18130,718

39,980
35,808

45,499
42,514

53,830

37,392

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

1,698
3,540

5,153
6,516 7,132 7,599 8,048 8,537 8,997 9,364 9,731 10,106 10,500 10,89612,000

10,000
8,000
6,000
4,000
2,000

0

事業所数の推移（一月平均（か所））

※出典：国保連データ
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○障害支援区分の割合については、近年大きな変化はない。
○年齢階層別の割合については、50歳以上の割合が増加傾向にある。

区分1
1.7%

1
6%

区分

1.

区分1
1.5%

区 分

21.8%

区 分

21.9%

区 分

21.9%

区分３

23.0%

区分３

23.3%

区分３

23.3%

区分４

19.1%

区分４

19.2%

区分４

19.4%

区分５

13.8%

区分５

13.7%

区分５

13.7%

区分６

20.6%

区分６,
20.3%

区分６,
20.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R 5 . 1 2

R 6 . 1 2

R 7 . 1 2

2

６５歳以上
9.7%

６０歳以上

６５歳未満
10.5%

５０歳以上

６０歳未満
24.9%

４０歳以上

５０歳未満
19.8%

３０歳以上

４０歳未満
16.5%

０歳以上

３０歳未満
16.3%

2.2%

６５歳以上
9.8%

６０歳以上

６５歳未満
10.8%

５０歳以上

６０歳未満
25.2%

４０歳以上

５０歳未満
19.1%

３０歳以上

４０歳未満
16.8%

０歳以上

３０歳未満
16.2%

.1%

６５歳以上
9.9%

６０歳以上

６５歳未満
11.1%

５０歳以上

６０歳未満
25.1%

４０歳以上

５０歳未満
18.7%

３０歳以上

４０歳未満
16.8%

０歳以上

３０歳未満
16.1%

2.1%

R 5 . 1 2

R 6 . 1 2

R 7 . 1 2

【支援区分別】

【年齢階層別】

計画相談支援の利用者の状況等

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

指定特定相談支援事業所等、相談支援専門員について

2,032 2,252 1,952 2,067 2,365 2,189 2,207 2,200 2,157 2,152 2,134 2,209 2,202

2,529
3,690

5,975 6,617 6,999 7,434 7,995 8,363 8,893 9,320 9,712 10,115 10,659

2,735 2,913 2,843 2,907
934 1,062 1,065 943

1,801 1,851 1,778 1,964

2,851
1,160
1,691

4,561
5,942

7,927
8,684 9,364 9,623 10,202 10,563

11,05011,472 11,846 12,324 12,861

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

14,000

12,000

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7

事
業
所
数

指定特定・指定障害児相談支援事業所数

委託あ
り

2,523 4,431 4,908 5,465 5,601 5,676

11,800
8,915

15,575 17,579 19,083 20,418 22,453

28,661 29,821

23,729 25,067 26,028 27,028

25,000
20,000
15,000
10,000

5,000
0

35,000
30,000相

談
支
援
専
門
員
数

指定特定・指定障害児相談支援事業所に配置されている相談支援専門員の人数

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7
※平成23年度以前のデータは、指定相談支援事業所に配置されている相談支援専門員の人数。
※平成23年4月1日の相談支援専門員の人数は、被災３県を除くデータ。
※指定特定・指定障害児相談支援事業所の指定以外に、指定一般相談支援事業所の指定も併せて受けている場合、指定一般相談支援事業所の相談支援の業務に従事する相談支援専門員の

人数も含めて計上している。

※障害者相談支援事業の委託有無

委託なし

合計R６R５R４R３R２

28,3196,3306,1255,1215,6885,055初任者研修

26,4125,4976,4205,8376,2812,377現任研修

〈過去5年間の研修修了者数〉
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○ 対象者

地域移行支援

○ 事業所数 ○ 利用者数

～

○ サービス内容 ○ 主な人員配置

■ 以下の者のうち、地域生活への移行のための支援が必要と認められる者
○ 障害者支援施設、療養介護を行う病院、救護施設・更生施設、矯正施設又は更生保護施設 入所している障害者等

※ 児童福祉施設入所する18歳以上の者、障害者支援施設 入所する15歳以上の障害者みなしの者も対象。

○ 精神科病院（精神科病院以外で精神病室が設けられている病院を含む） 入院している精神障害者

■住居の確保その他の地域おける生活 移行するための活動 関する相談
■地域移行あたっての障害福祉サービスの体験的な利用支援
■地域移行あたっての体験的な宿泊支援

■ 従業者
・１人以上は相談支援専門員であること。

■ 管理者

○ 報酬単価（令和６年４月～）

■ 基本報酬

地域移行支援サービス費 （Ⅰ）地
域移行支援サービス費 （Ⅱ）地域
移行支援サービス費（Ⅲ）

3,613単位／月
3,157単位／月
2,422単位／月

■ 主な加算

よる支援を月６
集中支援加算

利用者との対面
日以上行った場合

500単位

障害福祉ｻｰﾋﾞｽの体験利用加算

障害福祉ｻｰﾋﾞｽの体験的な利
用支援を行った場合

開始日～5日目
6日目～15日目

500単位
250単位

宿泊体験加算

一人暮らし向けた体験的な宿泊
支援を行った場合 300単位／日
夜間の見守り等の支援を行った場

合 700単位／日

退院・退所月加算

退院・退所する月 加算
2,700単位

精神科病院おいて、１年未満で

（Ⅰ）の算定要件
①社会福祉士又は精神保健福祉士、精神障害者地域移行・地域定着支援関

係者研修の修了者である相談支援専門員を１人以上配置していること。
②前年度に地域移行した利用者が３人以上であること。
③障害者支援施設又は精神科病院等と緊密な連携が確保されていること。

（Ⅱ）の算定要件
①上記①及び③を満たしていること。
②前年度に地域移行した利用者が１人以上であること。

居住支援連携体制加算

居住支援法人や居住支援協議会との連携体
制を構築し、月１回以上、情報連携を図る場を設
けて情報共有した場合 35単位／月

地域居住支援体制強化推進加算 ※月１回を限度

居住支援法人と共同して、住居の確保及び居住支援係
る課題を協議会等報告した場合

500単位／回

退院する場合 ＋500単位／月

ピアサポート体制加算

研修を修了したピアサポーター等
を配置した場合

100単位／月

385 （国保連令和 7 年 12月実績） 798 （国保連令和 7 年 12月実績）

【地域移行支援の費用額、利用者数及び事業所数の推移】

○ 令和６年度の費用額は約3.4億円であり、障害福祉サービス等全体の総費用額の約0.01％を

占めている。

○ 令和２年度以降、費用額、利用者数及び事業者数は、いずれも増加傾向にある。

地域移行支援の現状

※出典：国保連データ
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0.5%

0.7%

0.8%

2.0%

1.7%

1.5%

6.2%

6.9%

8.1%

11.8%

15.3%

11.9%

23.5%

22.1%

18.4%

36.5%

32.2%

36.3%

13.0%

13.2%

15.0%

6.6%

8.0%

7.9%

R5.12

R6.12

R7.12

１８歳未満

１８歳以上

２０歳未満

２０歳以上

３０歳未満

３０歳以上

４０歳未満

４０歳以上

５０歳未満

５０歳以上

６０歳未満

６０歳以上

６５歳未満

６５歳以上

65歳以上
60歳以上
65歳未満

50歳以上
60歳未満

40歳以上
50歳未満

30歳以上
40歳未満

20歳以上
30歳未満

18歳以上
20歳未満

18歳未満総数

44人86人242人156人78人41人13人3人663人R5.12

58人95人232人159人110人50人12人5人721人R6.12

63人120人290人147人95人65人12人6人798人R7.12

193448▲ 91724▲ 13135２年間の増減
43%40%20%-6%22%59%-8%100%20%（R５→R７）

【地域移行支援の利用者の状況（年齢階級別）】

○ 「20歳以上30歳未満」及び 「50歳以上」の利用者数が増加しており、特に「20歳以上30

歳未満」の増加率が高くなっている。

○ 「50歳以上」の利用者の割合が、全体の約６割を占めている。

（割合）

○年齢階級別の利用者の推移

地域移行支援の現状（利用者の状況（年齢階級別））

0% 20% 40% 60% 80% 100%※出典：国保連データ

難病等障害児精神知的身体総数

0人1人558人74人30人663人R5.12

0人0人633人68人20人721人R6.12

0人0人687人80人31人798人R7.12

0▲ 112961135２年間の増減

0%-100%23%8%3%20%（R５→R７）
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（割合）

R5.12

R7.12

身体

知的

精神

障害児

難病等

【地域移行支援の利用者の状況（障害の種類別）】
○ 「精神障害者」の利用者数が増加しており、「身体障害者」及び「知的障害者」は概ね横ばい

となっている。

○ 「精神障害者」の利用者数が全体の８割以上を占めている。

○障害種別の利用者の推移

地域移行支援の現状（利用者の状況（障害の種類別））

※出典：国保連データ
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○ 対象者

地域定着支援

～

○ サービス内容 ○ 主な人員配置

■以下の者のうち、居宅 おいて地域生活を継続していくための常時の連絡体制の確保よる緊急時等の支援体制が必要と見込まれる者。
○ 単身で生活する障害者
○ 同居している家族等が障害、疾病等のため、障害者 対し、当該家族等よる緊急時の支援が見込めない状況ある障害者
○ 同居している家族等障害、疾病のない場合であっても、地域移行支援を利用して退院・退所した者、精神科病院の入退院を繰り返して

いる者、強度行動障害や高次脳機能障害等の状態ある者等、地域生活を営むため緊急時 手厚い支援を必要としている障害者
※施設・病院からの退所・退院、家族との同居から一人暮らし 移行した者、地域生活が不安定な者も含む。
※グループホーム、宿泊型自立訓練の入居者 ついては対象外。

■常時の連絡体制を確保し、適宜居宅への訪問等を行い利用者の状況を把握
■障害の特性 起因して生じた緊急の事態 おける相談等の支援
■関係機関との連絡調整や一時的な滞在よる支援

■ 従業者
・１人以上は相談支援専門員であること。

■ 管理者

○ 報酬単価（令和６年４月～）

■ 基本報酬

地域定着支援サービス費 体制確保費 315単位／月（毎月算定）

緊急時支援費（Ⅰ） 734単位／日（緊急時居宅訪問又は滞在型の支援を行った場合算定）
※地域生活支援拠点等の場合 ＋50単位／日

緊急時支援費（Ⅱ） 98単位／日（緊急時電話よる相談援助を行った場合算定）

■ 主な加算

ピアサポート体制加算
研修を修了したピアサポーター等を配置した場合

100単位／月

日常生活支援情報提供加算
あらかじめ利用者の同意を得て、精神障害者が日常生活を維持する上で必要な情

報を、精神科病院等 対して情報提供を行った場合 100単位／回

地域居住支援体制強化推進加算 ※月１回を限度

居住支援法人と共同して、住居の確保及び居住支援 係る
課題を協議会等報告した場合 500単位／回

居住支援連携体制加算
居住支援法人や居住支援協議会との連携体制を構築し、月１回以上、情報連携 を

図る場を設けて情報共有した場合 35単位／月

○ 事業所数 （国保連令和 7 年 12月実績） ○ 利用者数546 4,713 （国保連令和 7 年 12月実績）

【地域定着支援の費用額、利用者数及び事業所数の推移】

○ 令和６年度の費用額は約６億円であり、障害福祉サービス等全体の総費用額の約0.02％を

占めている。

○ 近年、費用額及び利用者数は増加傾向にあり、事業所数は概ね横ばいで推移している。

地域定着支援の現状
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○ 対象者

○ サービス内容 ○ 主な人員配置

■ 障害支援区分１以上の障害者等

居宅おける

■ 入浴、排せつ及び食事等の介護
■ 調理、洗濯及び掃除等の家事
■ 生活等関する相談及び助言
■ その他生活全般 わたる援助

※  通院等介助や通院等乗降介助も含む。

■ サービス提供責任者：常勤ヘルパーのうち１名以上
・ 介護福祉士
・ 実務者研修修了者 等

■ ヘルパー：常勤換算２．５人以上
・ 介護福祉士、介護職員基礎研修修了者、居宅介護職員初任者

研修修了者 等

○ 事業所数 ○ 利用者数

居宅介護

■ 基本報酬

通院等乗降介助
1回102単位

通院等介助（身体介護なし）

106単位（30分未満）～

275単位（1.5時間未満）
1.5時間以降345単位＋30分を
増す毎69単位加算

家事援助中心
106単位（30分未満）～

275単位（1.5時間未満）
1.5時間以降311単位＋15分を
増す毎35単位加算

身体介護中心、通院等介助（身体介護有り）
256単位（30分未満）～

837単位（3時間未満）
3時間以降921単位＋30分を増す毎83単位加
算

■ 主な加算

喀痰吸引等支援体制加算（１日当たり
100単位加算）
→ 特定事業所加算（20％加算）の算定が

困難な事業所対して、喀痰の吸引等が必

要な者対する支援体制を評価

福祉専門職員等連携加算(90日間３回を限

度として１回 つき564単位加算)
→ サービス提供責任者と精神障害者等の特性

精通する国家資格を有する者が連携し、利

用者の心身の状況等の評価を共同して行うこと

を評価

特定事業所加算(5％、10％又は20％加

算)
→ ➀サービス提供体制の整備、➁良質な人

材の確保、③重度障害者・中重度障害者

への対応積極的取り組む事業所のサービ

スを評価

○ 報酬単価（令和６年４月～）

22,853 （国保連令和 7 年12 月実績） 220,180 （国保連令和 7 年12 月実績）

■ １５％加算対象者…重度訪問介護の対象者（一） 該当する者であって、重度障害者等包括支援の対象者の要件該当する者（障害支援区分６）

■ ８．５％加算対象者…障害支援区分６の者

○ 対象者

■ 重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害より行動上著しい困難を有する者であって、常時介護を要する障害者
→  障害支援区分４以上 該当し、次の（一）又は（二）のいずれか 該当する者

（一） 二肢以上 麻痺等がある者であって、障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」、「移乗」、「排尿」、「排便」のいずれもが「支援が不要」以外 認定されている者

（二） 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等（１２項目）の合計点数が１０点以上である者

○ サービス内容 ○ 主な人員配置

■ サービス提供責任者：常勤ヘルパーのうち１名以上
・ 介護福祉士、実務者研修修了者 等
・ 居宅介護職員初任者研修修了者等であって３年以上の実務経験がある者

■ ヘルパー：常勤換算２．５人以上
・ 重度訪問介護従業者養成研修修了者

○ 重度訪問介護加算対象者

※ 重度障害者等包括支援対象者

・ 重度訪問介護の対象であって、四肢全て 麻痺等があり、寝たきり状態 ある障害者であって、人工呼吸器よる呼吸管理を行っている身体障害者 （Ⅰ類型（筋ジス、脊椎損傷、
ＡＬＳ、遷延性意識障害等を想定））、又は最重度知的障害者（Ⅱ類型（重症心身障害者を想定））

・ 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等（１２項目）の合計点数が１０点以上である者（Ⅲ類型（強度行動障害を想定））

重度訪問介護

■ 基本報酬

186単位（１時間未満）～1,416単位（８時間未満） ※ ８時間を超える場合は、８時間までの単価の９５％を算定

■ 主な加算

喀痰吸引等支援体制加算（１日当たり100単位加算）
→ 特定事業所加算（20％加算）の算定が困難な事業所対して

、喀痰の吸引等が必要な者対する支援体制を評

価

行動障害支援連携加算(30日間１回を限度とし
て１回 つき584単位加算)
→ サービス提供責任者と支援計画シート等作成者が

連携し、利用者の心身の状況等の評価を共同して行

うことを評価

特定事業所加算(10％又は20％加算)
→ ➀サービス提供体制の整備、➁良質な人材の確保、

③重度障害者への対応 積極的 取り組む事業所の
サービスを評価

○ 報酬単価（令和６年４月～）

居宅等 おける ■ 入浴、排せつ及び食事等の介護
■ 調理、洗濯及び掃除等の家事
■ その他生活全般 わたる援助
■ 外出時 おける移動中の介護
■ 入院中の病院等 おける意思疎通支援 等

※ 日常生活 生じる様々な介護の事態 対応するための見守り等の支援を含む。

○ 事業所数 7,660 （国保連令和 7 年12 月実績） ○ 利用者数 14,663（国保連令和 7 年 12月実績）
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○ 対象者

○ サービス内容 ○ 主な人員配置

■ 視覚障害より、移動著しい困難を有する障害者等
→ 同行援護アセスメント票の調査項目（視力障害、視野障害、夜盲、移動障害） おいて、移動障害以外で１点以上かつ移動障害で１点以上

該当していること

外出時おいて、

■ 移動必要な情報の提供（代筆・代読を含む。）
■ 移動の援護、排せつ及び食事等の介護
■ その他外出時必要な援助

※ 外出ついて
通勤、営業活動等の経済活動係る外出、通年かつ長期わたる外出

及び社会通念上適当でない外出を除く。

同行援護

■ 基本報酬

191単位（30分未満）～632単位（3時間未満） 3時間以降697単位＋30分を増す毎66単位加算

■ 主な加算

区分４以上の者 提供したときの加算(40％加算)

→ 障害支援区分４以上の者への支援を評価
区分３の者提供したときの加算
(20％加算)
→ 障害支援区分３の者への支援を評価

盲ろう者支援加算(25％加算)
→ 盲ろう者向け・通訳介助員が、盲ろう者（視覚障害

者かつ聴覚障害者）支援することを評価

喀痰吸引等支援体制加算（１日当たり100単位加算）
→ 特定事業所加算（20％加算）の算定が困難な事業所対

して、喀痰の吸引等が必要な者対する支援体制を
評価

特別地域加算(15％加算)
→ 中山間地域等居住している者対 して

提供されるサービスを評価

特定事業所加算(5％、10％又は20％加算)
→ ➀サービス提供体制の整備、➁良質な人材の確保

、③重度障害者・中重度障害者への対応積極的取り
組む事業所のサービスを評価

○ 報酬単価（令和６年４月～）

○ 事業所数 5,701 27,994（国保連令和（国保連令和 7 年 12月実績） ○ 利用者数 7 年 12月実績）

■ サービス提供責任者：常勤ヘルパーのうち１名以上
・ 同行援護従業者養成研修応用課程修了者であり、かつ、介護福祉士、実
務者研修修了者、介護職員基礎研修修了者、居宅介護職員初任者研修
了者（３年以上の実務経験がある者） 等

■ ヘルパー：常勤換算２．５人以上
・ 同行援護従業者養成研修一般課程修了者
・ 居宅介護職員初任者研修修了者等であって、1年以上の直接処遇経験を
有する者 等

行動援護

■ 行動する際生じ得る危険を回避するため必要な援護

■ 外出時おける移動中の介護

■ 排せつ及び食事等の介護その他の行動する際必要な援助

・ 予防的対応
…行動の予定が分からない等のため、不安定なり、不適切な行動

がでないよう、予め行動の順番や、外出する場合の目的地での行

動等を理解させる等

・ 制御的対応
…行動障害を起こしてしまった時の問題行動を適切 おさめること等

・ 身体介護的対応
…便意の認識ができない者の介助等

○ サービス内容 ○ 主な人員配置

■ 知的障害又は精神障害より行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を有する者
→ 障害支援区分３以上であって、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等（１２項目）の合計点数が１０点以上である者

■ サービス提供責任者：常勤ヘルパーのうち１名以上
・ 行動援護従業者養成研修課程修了者又は強度行動障害支援者養成研修(実践

研修）修了者であって3年以上の直接処遇経験（知的障害・精神障害等）
※ 令和３年３月31日時点での介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基

礎研修修了者、居宅介護職員初任者研修修了者等であって5年以上の実

務経験（令和９年３月31日までの経過措置）

■ ヘルパー：常勤換算２．５人以上
・ 行動援護従業者養成研修修了者又は強度行動障害支援者養成研修（実践

研修）修了者であって1年以上の直接処遇経験（知的障害・精神障害者等）
※ 令和３年３月31日時点での介護福祉士、介護職員基礎研修修了者、居宅

介護職員初任者研修修了者等であって2年以上の実務経験（令和９年3月
31日までの経過措置）

■ 基本報酬

288単位（３０分未満）～2,485単位（７．５時間以上）

■ 主な加算

喀痰吸引等支援体制加算（１日当たり100単位加

算）
→ 特定事業所加算（20％加算）の算定が困難な事

業所対して、喀痰の吸引等が必要な者対する支援体
制を評価

行動障害支援指導連携加算(重度訪問介護

移行する月つき１回を限度として１回つき 273
単位加算)
→ 支援計画シート等作成者と重度訪問介護のサ

ービス提供責任者が連携し、利用者の心身の状
況等の評価を共同して行うことを評価

特定事業所加算(5％、10％又は20％加算)

→ ➀サービス提供体制の整備、➁良質な人材の確保、
③重度障害者・中重度障害者への対応積極的取り組
む事業所のサービスを評価

○ 対象者

○ 事業所数 （国保連令和 7 年 12月実績） ○ 利用者数 18,560（国保連令和 7 年 12月実績）2,510

○ 報酬単価（令和６年４月～）
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○ 対象者

○ サービス内容 ○ 主な人員配置

療養介護

○ サービス内容 ○ 主な人員配置

■ 病院への長期の入院 よる医療的ケア 加え、常時の介護を必要とする障害者
➀ 筋萎縮性側索硬化症（ＡＬＳ）患者等気管切開を伴う人工呼吸器よる呼吸管理を行っている者であって、障害支援区分６の者
➁ 障害支援区分５以上の者であって、以下のいずれかの要件該当する者

・ 進行性筋萎縮症患者（筋ジストロフィー患者）又は重症心身障害者
・ 医療的ケアスコアが16点以上の者
・ 医療的ケアスコアが８点以上であって、強度行動障害のある者又は遷延性意識障害者

③ ➀及び➁準ずる者として、療養介護が必要であると市町村が認めた者

■ 平成24年３月31日 おいて現 重症心身障害児施設又は指定医療機関 入院している者であって、平成24年４月1日以降療養介護を利用する者

■ 病院への長期入院よる医学的管理の下、主として昼間おいて、食事や入浴、排せつ等の介
護や、日常生活上の相談支援等を提供

■ 利用者の障害程度応じて、相応しいサービスの提供体制が確保されるよう、事業者ごとの利用者
の平均障害支援区分応じた人員配置の基準を設け、これ 応じた報酬単価を設定

■ サービス管理責任者

■ 生活支援員 等 ４：１～２：１以上

○ 報酬単価（令和６年４月～）

■ 基本報酬（利用定員・配置人員等に応じた単位の設定）※医療に要する費用及び食費等については医療保険より給付。

366単位～ 974単位

■ 主な加算

地域移行加算（500単位／回）
→ 利用者の退院後の生活ついての相談援助を行う場合、退院後３０日以内当該利用者の居宅て相談援助を行う場合、それぞれ、入院中２

回・退院後１回を限度算定

○ 事業所数 ○ 利用者数259 21,135 （国保連令和（国保連令和 7 年 12月実績） 7 年 12月実績）

○ 対象者

生活介護

■ 地域や入所施設おいて、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な者
➀ 障害支援区分が区分３(障害者支援施設等入所する場合は区分４)以上である者

➁ 年齢が５０歳以上の場合は、障害支援区分が区分２(障害者支援施設等入所する場合は区分３)以上である者

■ 主として昼間 おいて、入浴、排せつ及び食事等の
介護や、日常生活上の支援、生産活動の機会等の提供

○ サービス内容 ○ 主な人員配置

利用者の障害程度応じて、相応しいサービスの提供体制が確保され
るよう、利用者の平均障害支援区分等 応じた人員配置の基準を設定
■ サービス管理責任者
■ 生活支援員等 ６：１～３：１

○ 報酬単価（令和６年４月～）
■ 基本報酬

福祉専門職員配置等加算（Ⅲ）
６単位/

日常勤職員が多く配置されていること
や、常勤職員の勤続年数が長いこと
を適切 評価するため、福祉専門職
員配置等加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）と福祉
専門職員配置等加算（Ⅲ）とを併給
可とする。

基本単位数は、利用定員、障害支援区分及びサービス提供時間別所定単位数を算定
※利用定員21人以上30人以下の場合

サービス提供時間
障害支援区分

区分６ 区分５ 区分４ 区分３ 区分２以下

３時間未満 449単位 333単位 228単位 204単位 185単位

３時間以上～４時間未満 575単位 427単位 293単位 262単位 236単位

４時間以上～５時間未満 690単位 512単位 351単位 313単位 284単位

５時間以上～６時間未満 805単位 597単位 409単位 366単位 332単位

６時間以上～７時間未満 1,120単位 833単位 570単位 510単位 463単位

７時間以上～８時間未満 1,150単位 854単位 584単位 523単位 475単位

８時間以上～９時間未満 1,211単位 915単位 646単位 584単位 536単位

■ 主な加算
延長支援加算常勤看護職員等配置加算（6～32単位／日）

→  事業所の利用定員応じ、常勤換算方法で

配置した看護職員数応じて、利用者全員加算

人員配置体制加算（33～321単位／日）
→  9時間以上のサービス提供を評価→ 直接処遇職員を加配(1.5:1～2.5:1)した
・所要時間 9時間以上10時間未満 100単位／日

・所要時間10時間以上11時間未満 200単位／日
・所要時間11時間以上12時間未満 300単位／日
・所要時間12時間以上 400単位／日

事業所加算
※ 指定生活介護事業所は区分５・６・準ずる者が一定

の割合を満たす必要

○ 事業所数 ○ 利用者数13,229 （国保連令和 7 年12 月実績） 307,413（国保連令和 7 年12 月実績）83



○ 対象者

短期入所

居宅 おいてその介護を行う者の疾病その他の理由 より、障害者支援施設等への短期間の入所が必要な者
■  福祉型（障害者支援施設等おいて実施可能）

・ 障害支援区分１以上である障害者又は障害児の障害の程度応じて厚生労働大臣が定める区分おける区分１以上該当する障害児
■  福祉型強化（障害者支援施設等おいて実施可能）（※）

※ 看護職員を常勤で１人以上配置
・ 厚生労働大臣が定める状態該当する医療的ケアが必要な障害者及び障害児

■  医療型（病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院おいて実施可能）（※）
※  病院、診療所ついては、法人格を有さない医療機関を含む。また、宿泊を伴わない場合は無床診療所も実施可能

・ 遷延性意識障害児・者、筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類属する疾患を有する者及び重症心身障害児・者等

○ サービス内容 ○ 主な人員配置

■ 当該施設短期間の入所をさせ、入浴、排せつ及び食事の介護そ
の他の必要な支援

■ 本体施設の利用者とみなした上で、本体施設として必要とされる以上
の職員を配置し、これ 応じた報酬単価を設定

■ 併設型・空床型 本体施設の配置基準準じる
■ 単独型 当該利用日の利用者数 対し６人 つき１人

○ 報酬単価（令和６年４月～）
■ 基本報酬

医療型特定短期入所サービス費
(Ⅰ)～(Ⅲ)(宿泊を伴わない場合)
(Ⅳ)～(Ⅵ)(宿泊のみの場合)

→ 左記と同様の対象者対し支援
を行う場合

1,328単位～2,938単位

医療型短期入所サービス費
(Ⅰ)～(Ⅲ)(宿泊を伴う場合)

→ 区分６の気管切開を伴う人
工呼吸器 よる呼吸管理を行
っている者、重症心身障害児・者
等対し、支援を行う場合

1,826単位～3,117単位

福祉型強化短期入所サービス
費(Ⅰ)～(Ⅳ) 、福祉型強化特定
短期入所サービス費(Ⅰ）(Ⅱ）
→ 看護職員を配置し、医療的
ケアが必要な障害者(児) 対
し、支援を行う場合

412単位～1,164単位

福祉型短期入所サービス費
(Ⅰ)・（Ⅲ）（宿泊を伴う場合）
（Ⅱ）・(Ⅳ)（宿泊のみの場合）

→ 障害者(児) ついて、障害
支援区分応じた単位の設定

173単位～923単位

■ 主な加算

特別重度支援加算
（610単位／297単位／120単位）
→ 医療ニーズの高い障害児・者 対
しサービスを提供した場合

緊急短期入所受入加算（福祉型270単位、医療型500単位）

→ 緊急時の受入れを行った場
合定員超過特例加算（50単位）

→ 緊急時定員を超えて受入を行った場合（10日限度で算定）

単独型加算（320単位）

→ 併設型・空床型ではない指定短期入所事
業所 て、指定短期入所を行った場合

○ 事業所数 ○ 利用者数6,831 66,725（うち福祉型強化： 508 医療型： 406）

○ 対象者

○ サービス内容

○ 運営基準

重度障害者等包括支援

○ 主な人員配置

状態像類 型

・筋ジストロフィー ・脊椎損傷

・ＡＬＳ ・遷延性意識障害 等

人工呼吸器 よる呼吸管理を行っている身体障害者

（Ⅰ類型）
重度訪問介護の対象であって、四肢すべて麻痺等が
あり、寝たきり状態 ある障害者のうち、右のいずれか
該当する者

・重症心身障害者 等最重度知的障害者 （Ⅱ類型）

・強度行動障害 等
障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等（１２項目）の合計点数が１０点以上である者

（Ⅲ類型）

■ 訪問系サービス（重度障害者等包括支援、重度訪問介護等）や通所
サービス（生活介護、短期入所等）等を組み合わせて、包括的 提供

■ サービス提供責任者：１人以上（１人以上は常勤）
（下記のいずれ も該当）
・ 相談支援専門員の資格を有する者
・ 重度障害者等包括支援対象者の直接処遇 ３年以上従事した者

■ 利用者と２４時間連絡対応可能な体制の確保
■ 専門医を有する医療機関との協力体制がある

■ ２以上の障害福祉サービスを提供できる体制を確保（第３者への委託も可）
■ 提供されるサービス より、最低基準や指定基準を満たす

○ 報酬単価（令和６年４月～）

■ 基本報酬

○ 居宅介護、重度訪問介護、生活介護等 204単位（１時間未満）～2,426単位（12時間未満） ※   12時間を超える場合は、12時間までの単価の98％を算定
○ 短期入所 973単位/日 ○共同生活介護 1,019単位/日

■ 主な加算

短期入所利用者で、低所得である場合は１日
当たり（48単位加算）

喀痰吸引等支援体制加算（１日当たり100単位加算）

→ 喀痰の吸引等が必要な者対する支援体制を評価

特別地域加算(15％加算)

→ 中山間地域等居住している者対して提供されるサ
ービスを評価

外部連携支援加算（月４回を限度として１回つき200単位加算）

→ 複数のサービス事業者よる利用者への支援を行う あたり、その事業者の担
当者を招集して、利用者の心身の状況やサービスの提供状況の確認等を行った
場合、その連携した支援ついて評価

有資格者支援加算（１日当たり60単位加算）

→ 行動援護等の訪問系サービスの資格要件を満たした者がサービス提供を行う
場合 、質の高い支援の実施として評価

○ 事業所数 11 （国保連令和 7 年 12月実績） ○ 利用者数 39（国保連令和84



※出典：国保連データ

【重度障害者等包括支援の利用者の状況等】
○ ３０歳から５０歳の利用者が約７５％となっている。

〇 障害支援区分別にみた利用者数の推移

〇 障害支援区分別にみた利用者数の割合の推移
※出典：国保連データ
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○ 対象者

施設入所支援

■ 基本報酬
基本単位数は、事業者ごと、利用定員及び障害支援区分 応じ所定単位数を算定
■ 定員４０人以下の場合 （区分６） （区分５） （区分４） （区分３） （区分２以下）※未判定の者を含む

463単位 392単位 316単位 239単位 174単位

■ 主な加算
夜勤職員配置体制加算
夜勤職員の勤務体制を手厚くしている場合
・ 利用定員が21人以上40人以下の場合［６０単位］
・ 利用定員が41人以上60人以下の場合［４８単位］
・ 利用定員が61人以上の場合［３９単位］

※見守り機器を入所者の15％以上設置している場合、夜勤配置の緩和が可能
・ 利用定員が21人以上40人以下の場合 夜勤1.9人以上
・ 利用定員が41人以上60人以下の場合 夜勤2.9人以上
・ 利用定員が61人以上の場合 夜勤3人＋0.9人(40の端数ごと)

重度障害者支援加算
(I) 特別な医療を受けている利用者[２８単位]

→  区分６であって、次該当する者が２人以上の場合は更22単位
➀気管切開を伴う人工呼吸器 よる呼吸管理が必要な者
➁重症心身障害者

(II) 強度行動障害者対する支援
→ 区分６以上行動関連項目10点以上[360単位] ※中核的人材の配置・18点以上＋150単位

(Ⅱ)  強度行動障害者対する支援
→ 区分４以上行動関連項目10点以上[180単位] ※中核的人材の配置・18点以上＋150単位

○ サービス内容 ○ 主な人員配置

■ 夜間 おいて、介護が必要な者、入所させながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められるもの又は通所が困
難である自立訓練又は就労移行支援等の利用者
➀ 生活介護利用者のうち、区分４以上の者（５０歳以上の場合は、区分３以上）
➁ 自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援Ｂ型の利用者のうち、入所させながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められる者又

は通所よって訓棟を受けることが困難な者
③ 特定旧法指定施設入所していた者であって継続して入所している者又は地域おける障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事

情より通所よって介護等を受けることが困難な者のうち、➀又は➁該当しない者若しくは就労継続支援Ａ型を利用する者

■ 夜間おける入浴、排せつ等の介護や日常生活上の相談支援等を実施

■ 生活介護の利用者は、利用期間の制限なし

自立訓練及び就労移行支援の利用者は、当該サービスの利用期間限定

■ サービス管理責任者
■ 休日等の職員配置

→  利用者の状況応じ、必要な支援を行うための勤務体制を確保
■ 生活支援員 利用者数 60人以下の場合、1人以上

○ 事業所数 ○ 利用者数 120,692 （国保連令和2,529 （国保連令和 7 年12 月実績） 7 年12 月実績）

○ 報酬単価（令和６年４月～）
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６：１以上

■ サービス管理責任者 60：１以上（１人は常勤）

■ 看護職員（1人以上（１人は常勤））
■ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

（１人以上）
■ 生活支援員（1人以上（１人は常勤））

○ 対象者

自立訓練（機能訓練）

○ サービス内容 ○ 主な人員配置

■ 地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定期間の訓練が必要な障害者 （具体的は次のような例）
➀入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行等を図る上で、身体的リハビリテーションの継続や身体機能の維持・回復などを目的とした

訓練が必要な者
➁ 特別支援学校を卒業した者であって、地域生活を営む上で、身体機能の維持・回復などを目的とした訓練が必要な者 等

■ 理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等関する相談及
び助言その他の必要な支援を実施

■ 事業所通う以外、居宅を訪問し、運動機能や日常生活動作能力の維持・向
上を目的とした訓練等を実施

■ 標準利用期間（18ヶ月、頸髄損傷 よる四肢麻痺等の場合は36ヶ月）内で、
自立した日常生活又は社会生活を営めるよう支援を実施

■ 基本報酬

訪問 よる訓練
所要時間１時間未満の場合 265単位

所要時間１時間以上の場合 606単位
視覚障害者対する専門的訓練の場合 779単位

通所 よる訓練
利用定員２０人以下 819単位 利用定員６１～80人 667単位

〃 ２１～４０人 732単位 〃 ８１人以上 629単位
〃 ４１～６０人 695単位

■ 主な加算

高次脳機能障害者支援体制加算
高次脳機能障害を有する利用者が全体の利用者数の100分の30以上

であって、高次脳機能障害支援者養成研修を修了した従業者を事業所5
0：１以上配置した上で、その旨を公表している場合 41単位

リハビリテーション加算
I. 頸髄損傷 よる四肢麻痺等の状態 ある障害者 対し、個別のﾘﾊ

ﾋﾞﾘ ﾃｰｼｮﾝを行った場合又は当該指定自立訓練（機能訓練）事業所等おけ

る支援プログラムの内容を公表するととも 、利用者の生活機能の改善状

況等を評価し、当該評価の結果を公表している場合 48単位

II. その他の障害者 対し、個別のﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝを行った場合 20単位

○ 事業所数 201 （国保連令和 7 年12 月実績） ○ 利用者数 2,288 （国保連令和 7 年 12月実績）

○ 報酬単価（令和６年4月～）

○ 対象者

自立訓練（生活訓練）

○ サービス内容 ○ 主な人員配置

■ 地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定期間の訓練が必要な障害者 （具体的は次のような例）
➀ 入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行を図る上で、生活能力の維持・向上等を目的とした訓練が必要な者

➁ 特別支援学校を卒業した者、継続した通院より症状が安定している者等であって、地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上などを目的とした訓練が必要な者
等

■ 入浴、排せつ及び食事等関する自立した日常生活を営むため必要な訓練、生活等
関する相談及び助言その他の必要な支援を実施

■ 事業所通う以外、居宅を訪問し、日常生活動作能力の維持及び向上を目的とした訓練
等を実施

■ 標準利用期間（24ヶ月、長期入院者等の場合は36ヶ月）内で、自立した日常生活又は
社会生活を営めるよう支援を実施

■ サービス管理責任者 60：１以上（１人は常勤）

■ 生活支援員 ６：１以上（１人は常勤）

■ 基本報酬

訪問 よる訓練
所要時間１時間未満の場合 265単位

所要時間１時間以上の場合 606単位
視覚障害者対する専門的訓練の場合 779単位

通所 よる訓練
利用定員２０人以下 776単位 利用定員６１～80人 633単位

〃 ２１～４０人 693単位 〃 ８１人以上 595単位
〃 ４１～６０人 659単位

■ 主な加算

高次脳機能障害者支援体制加算
高次脳機能障害を有する利用者が全体の利用者数の100

分の30以上であって、高次脳機能障害支援者養成研修を修
了した従業者を事業所50：１以上配置した上で、その旨を公表
している場合 41単位

個別計画訓練支援加算
I. 社会福祉士・精神保健福祉士・公認心理師等が作成した個別訓練実施計画基づい

て、障害特性や生活環境等応じた訓練を行い、かつ当該指定自立訓練（生活訓練）事

業所等おける支援プログラムの内容を公表するととも、利用者の生活機能の改善状況等

を評価し、当該評価の結果を公表している場合 47単位

II. 社会福祉士・精神保健福祉士・公認心理師等が作成した個別訓練実施計画基づい
て、障害特性や生活環境等応じた訓練を行った場合 19単位

○ 報酬単価（令和6年4月～）

○ 事業所数 1,393 （国保連令和 7 年 12月実績） ○ 利用者数 16,214 （国保連令和 7 年12 月実績）
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○ 対象者

宿泊型自立訓練

■ 自立訓練（生活訓練）の対象者のうち、日中、一般就労や障害福祉サービスを利用している者であって、地域生活への移行 向けて、
一定期間、宿泊 よって帰宅後おける生活能力等の維持・向上のための訓練が必要な者 （具体的は次のような例）
➀ 特別支援学校を卒業してた者であって、ひとり暮らしを目指して、更なる生活能力の向上を図ろうとしている者
➁ 精神科病院を退院後、地域での日中活動が継続的利用可能となった者であって、更なる生活能力の向上を図ろうとしている者

○ サービス内容 ○ 主な人員配置

■ 居室等の設備を提供し、家事等の日常生活能力を向上させるための訓練、生活等
関する相談及び助言その他の必要な支援を実施

■ 必要応じて、日中活動サービスの利用とあわせて支援
■ 標準利用期間（24ヶ月、長期入院者等の場合は36ヶ月）内で、自立した日常生活

又は社会生活を営めるよう支援を実施（1年ごと 利用継続の必要性 ついて確認し、
支給決定の更新も可能）

■ サービス管理責任者 60：１以上（１人は常勤）
■ 生活支援員 10：１以上（１人は常勤）
■ 地域移行支援員 １人以上

○ 報酬単価（令和６年４月～ ）

■ 基本報酬

標準利用期間中の場合 281単位、 標準利用期間を超える場合 170単位

■ 主な加算

精神障害者地域移行特別加算
精神科病院等１年以上入院していた精神障害者対して、地域で生活

するために必要な相談援助等を社会福祉士、精神保健福祉士又は公

認心理師等が実施した場合 300単位

夜間支援体制加算（Ⅰ）・（Ⅱ）・（Ⅲ）
Ⅰ夜勤を配置し、利用者に対して夜間介護等を行うための体制等を確保す

る場合 448単位～46単位

Ⅱ宿直を配置し、利用者に対して夜間居室の巡回や緊急時の支援等を行う
ための体制を確保する場合 149単位～15単位

Ⅲ夜間を通じて、利用者の緊急事態等に対応するための常時の連絡体制
又は防災体制を確保する場 10単位

強度行動障害者地域移行特別加算
障害者支援施設等１年以上入所していた強度行動障害を有する者対し

て、地域で生活するため必要な相談援助等を強度行動障害支

援者養成研修修了者等が実施した場合 300単位

○ 事業所数 208 2,733 （国保連令和 7 年 12月実績）（国保連令和 7 年 12月実績） ○ 利用者数

○ 対象者

就労移行支援

○ 事業所数 ○ 利用者数

○ サービス内容 ○ 主な人員配置

■ 一般就労等を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性合った職場への就労等が見込まれる障害者
■ 通常の事業所雇用されている障害者であって主務省令で定める事由より当該事業所での就労必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的必要

とする障害者
※ 休職者については、所定の要件を満たす場合に利用が可能であり、復職した場合に一般就労への移行者として取り扱う。
※  65歳に達する前５年間障害福祉サービスの支給決定を受けていた者で、65歳に達する前日において就労移行支援の支給決定を受けていた者は当該サービスについて引き続き利

用することが可能

■ 一般就労等への移行向けて、事業所内での作業等を通じた就労必要な訓練、適性 合った
職場探し、就労後の職場定着のための支援等を実施

■ 通所よるサービスを原則としつつ、個別支援計画の進捗状況応じ、職場実習等よるサービス
を組み合わせた支援を実施

■ 利用者ごと 、標準期間（24ヶ月）内で利用期間を設定
※ 市町村審査会の個別審査を経て、必要性が認められた場合限り、最大１年間の更新可能

■ サービス管理責任者
■ 職業指導員

生活支援員
■ 就労支援員 → １５：１以上

○ 報酬単価（平成３０年報酬改定以降、定員規模別に加え、就職後６月以上定着した割合が高いほど高い基本報酬）

基本報酬 ＜定員20人以下の場合＞ 主な加算

６：１以上

基本報酬報酬区分
1,210単位/日５割以上

就職後６
月以上定
着率

1,020単位/日４割以上５割未満
879単位/日３割以上４割未満
719単位/日２割以上３割未満
569単位/日１割以上２割未満
519単位/日０割超１割未満
479単位/日０

※ 上表以外に、あん摩等養成事業所である場合の設定、定員に応じた設定あり
（21人以上40人以下、41人以上60人以下、61人以上80人以下、81人以上）

移行準備支援体制加算 41単位
* 施設外支援として職員が同行し、企業実習等の支援を行った場合

地域連携会議実施加算 583単位／回
* 支援計画 係る関係機関を交えた会議を開催し、関係機関との連絡調整を行った場合 、支援期間（最大３

年間）を通じ、所定単位数を加算する。

※  R3年新設

※サービス管理責任者が会議 参加せず、職業指導員、生活支援員又は就労支援員が会議参加し、前後 サー
ビス管理責任者 情報共有する場合は、408単位／回

就労支援関係研修修了加算 6単位
* 就労支援関係の研修修了者を就労支援員として配置した場合

福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)､(Ⅱ) ､（Ⅲ） 15､10､６単位
* Ⅰ：社会福祉士等資格保有者が常勤職員の35％雇用されている場合

* Ⅱ：社会福祉士等資格保有者が常勤職員の25％雇用されている場合
※  H30～資格保有者 公認心理師、作業療法士を追加

* Ⅲ：常勤職員が75％以上又は勤続3年以上が30％以上の場合

食事提供体制加算、送迎加算、訪問加算等

⇒他の福祉サービスと共通した加算も一定の条件を満たせば算定可能

（国保連令和 7 年12月実績）2,798 37,942 （国保連令和 7 年12 月実績）87



○ 対象者

就労継続支援Ａ型

○ 事業所数 ○ 利用者数 86,391 （国保連令和

○ サービス内容 ○ 主な人員配置

■ 通常の事業所雇用される事が困難であって、適切な支援より雇用契約基づく就労が可能な障害者
■ 通常の事業所雇用されている障害者であって主務省令で定める事由より当該事業所での就労必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的必要

とする障害者
※  65歳に達する前５年間障害福祉サービスの支給決定を受けていた者で、65歳に達する前日において就労継続支援A型の支給決定を受けていた者は当該サービスについて

引き続き利用することが可能。

■ 通所より、雇用契約基づく就労の機会を提供するととも 、一般就労必要な知識、能力が高まった者つ
いて、一般就労への移行向けて支援

■ 指定就労継続支援Ａ型事業者は、生産活動係る事業の収入から生産活動係る事業必要な経費を控除し
た額相当する金額が、利用者支払う賃金の総額以上となるよう しなければならない。

■ 最低賃金含め、労働関係法令の適用あり
■ 利用期間の制限なし

基本報酬 ＜定員20人以下、人員配置7.5：1の場合＞ 主な加算

○ 報酬単価（令和３年報酬改定以降、定員規模別、人員配置別に加え、算定されるスコアによって基本報酬を算定）

■ サービス管理責任者

■ 職業指導員
生活支援員 １０：１以上

福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) ､(Ⅱ) ､（Ⅲ） 15､10､６単位
* Ⅰ：社会福祉士等資格保有者が常勤職員の35％雇用されている場合
* Ⅱ：社会福祉士等資格保有者が常勤職員の25％雇用されている場合

※  H30～資格保有者 公認心理師を追加
* Ⅲ：常勤職員が75％以上又は勤続3年以上が30％以上の場合

食事提供体制加算、送迎加算、訪問加算等
* 他の福祉サービスと共通した加算も一定の条件を満たせば算定可能

賃金向上達成指導員配置加算 15～70単位／日
※ 定員規模 応じた設定

就労移行支援体制加算 50～93単位／日
※ 定員、職員配置、基本報酬の報酬区分、一般就労へ移行し６月以上定着し

た者の数 応じた設定 ※ R3～見直し

就労移行連携加算 1,000単位（1回に限り）
※ 就労移行支援 移行した者 ついて、連絡調整等を行うととも 、支援の状況等の
情報を相談支援事業者 対して提供している場合 加算 ※ R3～新設

基本報酬報酬区分

791単位/日170点以上

ス コ ア

733単位/日150点以上170点未満

701単位/日130点以上150点未満

666単位/日105点以上130点未満

533単位/日80点以上105点未満

419単位/日60点以上80点未満

325単位/日60点未満

4,359 （国保連令和 7 年 12月実績） 7 年12 月実績）

事 業 数 増減率 利 用 数 増減率

310 361 6,169 7,241

(6.6%) (8.3%) (6.8%) (8.4%)

769 1,028 15,757 22,891

(16.5%) (23.6%) (17.4%) (26.6%)

1,267 1,508 26,153 32,698

(27.1%) (34.6%) (28.9%) (38.0%)

840 637 15,837 11,106

(18.0%) (14.6%) (17.5%) (12.9%)

799 698 11,844 9,983

(17.1%) (16.0%) (13.1%) (11.6%)

567 110 12,648 1,963

(12.1%) (2.5%) (14.0%) (2.3%)

118 18 1,972 165

(2.5%) (0.4%) (2.2%) (0.2%)

4,670 4,360 90,380 86,047

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

事 業 数 利 用 数

ス コ ア 計 点Œ 9 増減
R6.4 R7.12⇒ R6.4 ⇒ R7.12

増減

60点以上80点未満

60点未満

計

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

170点以上 場合

150点以上170点未満

130点以上150点未満

105点以上130点未満

80点以上105点未満

▲ 457

▲ 100

▲ 310

16.5%

33.7%

19.0%

-24.2%

-12.6%

-80.6%

-84.7%

-6.6%

51

259

241

▲ 203

▲ 101

▲ 10,685 -84.5%

1,072 17.4%

7,134 45.3%

6,545 25.0%

▲ 1,807 -91.6%

▲ 4,333 -4.8%

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

▲ 4,731 -29.9%

▲ 1,861 -15.7%

※出典：国保連データ

※ （ ）内は構成比。

就労継続支援Ａ型における令和６年報酬改定後の動向
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○ 対象者

就労継続支援Ｂ型

○ 事業所数

○ サービス内容 ○ 主な人員配置

■ 就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用結びつかない者や、一定年齢達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動かかる
知識及び能力の向上や維持が期待される障害者
➀ 企業等や就労継続支援事業（Ａ型）での就労経験がある者であって、年齢や体力の面で雇用されることが困難となった者
➁ ５０歳達している者または障害基礎年金1級受給者
③ ➀及び➁該当しない者であって、就労移行支援事業者よるアセスメントより、就労面係る課題等の把握が行われている者
④ 通常の事業所雇用されている障害者であって主務省令で定める事由より当該事業所での就労必要な知識及び能力の向上のための支援を

一時的 必要とする者

■ 通所より、就労や生産活動の機会を提供（雇用契約は結ばない）するととも 、一般就労必要な知識、能
力が高まった者は、一般就労等への移行向けて支援

■ 平均工賃が工賃控除程度の水準（月額3,000円程度）を上回ることを事業者指定の要件とする
■ 事業者は、平均工賃の目標水準を設定し、実績と併せて都道府県知事へ報告、公表
■ 利用期間の制限なし

○ 報酬単価（令和3年報酬改定以降、2類型の報酬体系）

基本報酬の体系（いずれかを選択）

■ サービス管理責任者

■ 職業指導員
生活支援員 １０：１以上

就労移行支援体制加算 ５～93単位／日
※ 基本報酬の区分等に応じ、一般就労へ移行し６

月以上定着した者の数にごとに加算

福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)､(Ⅱ) ､(Ⅲ)
15､10､６単
位

* Ⅰ：社会福祉士等資格保有者が常勤職員の35％
雇用されている場合

* Ⅱ：社会福祉士等資格保有者が常勤職員の25％
雇用されている場合

* Ⅲ：常勤職員が75％以上又は勤続3年以上が
30％以上の場合

食事提供体制加算、送迎加算等
* 他の福祉サービスと共通した加算も一定の条件

を満たせば算定可能

(２)「利用者の就労や生産活動等への参加等」
をもって一律に評価する報酬体系(１)「平均工賃月額」に応じた報酬体系

定 員 基本報酬
20人以下 584単位/日

【独自の加算】 ※ 人員配置6：1の場合

● 地域協働加算 30単位／日
就労や生産活動の実施にあたり、地域や地域

住民と協働した取組を実施する事業所を評価
。

● ピアサポート実施加算 100単位／月
利用者に対し、一定の支援体制のもと、就労

や生産活動等への参加等に係るピアサポート
を実施した場合に、当該支援を受けた利用者の
数に応じ、各月単位で所定単位数を加算。

平均工賃月額 基本報酬
4.5万円以上 837単位/日

3.5万円以上4.5万円未満 805単位/日

3万円以上3.5万円未満 758単位/日

2.5万円以上3万円未満 738単位/日

2万円以上2.5万円未満 726単位/日

1.5万円以上2万円未満 703単位/日

1万円以上1.5万円未満 673単位/日

1万円未満 590単位/日
※   定 員 20人以下、人員配置6：1の場合

（１）及び（２）共通の主な加算

（国保連令和 7 年12 月実績）19,970 ○ 利用者数 419,151 （国保連令和 7 年 12月実績）

○ 対象者

就労定着支援

○ 事業所数

○ サービス内容 ○ 主な人員配置

■ 就労移行支援、就労継続支援、生活介護、自立訓練の利用を経て一般就労へ移行した障害者で、就労伴う環境変化より日常生活又は社会生活
上の課題が生じている者であって、一般就労後６月を経過した者

■ 障害者との相談を通じて日常生活面及び社会生活面の課題を把握するととも 、企業や関係機関等との
連絡調整やそれ 伴う課題解決向けて必要となる支援を実施

■ 利用者の自宅・企業等を訪問すること より、月１回以上は障害者との対面相当の支援
■ 月１回以上は企業訪問を行うよう努める
■ 利用期間は３年間(経過後は必要応じて、就労支援等の関係機関等へ引き継ぐ）

○ 報酬単価（令和6年4月～）就労定着率（過去３年間の就労定着支援の総利用者数のうち前年度末時点
の就労定着者数）が高いほど高い基本報酬

主な加算
基本報酬

職場適応援助者養成研修修了者配置体制加算 120単位／月
※職場適応援助者（ジョブコーチ）養成研修を修了した者を就労定着支援員として配置 している場合

就労定着実績体制加算 300単位／月
* 就労定着支援利用終了者のうち、雇用された事業所3年6月以上6年6月未満の期間継続して就労
している者の割合が7割以上の事業所を評価する

※ 自立生活援助、自立訓練（生活訓練）との併給調整を行う。
※ 職場適応援助者に係る助成金との併給調整を行う。

○ 利用者数 20,234 （国保連令和

■ サービス管理責任者 ６０：１

■ 就労定着支援員 ４０：１
(常勤換算)

特別地域加算 240単位／月
※中山間地域等の居住する利用者 支援した場合

初期加算 900単位／月（1回限り）
* 一体的運営する移行支援事業所等以外の事業所から利用者を受け入れた場合

地域連携会議実施加算 579単位／回
* 支援計画 係る関係機関を交えた会議を開催し、関係機関との連絡調整を行った場合 、支援期間（最大３

年間）を通じ、所定単位数を加算する。

※  R3年新設

※サービス管理責任者が会議 参加せず、就労定着支援員が会議 参加し、前後サービス管理責
任者 情報共有する場合は、405単位／回

※ 利用者及び当該利用者が雇用されている事業主等に対し、

支援内容を記載した「支援レポート」を月１回以上提供した場合に、
利用者数及び就労定着率に応じ、算定。

基本報酬就労定着率
3,512単位/月９割５分以上
3,348単位/月９割以上９割５分未満
2,768単位/月８割以上９割未満
2,234単位/月７割以上８割未満
1,690単位/月５割以上７割未満
1,433単位/月３割以上５割未満
1,074単位/月３割未満

1,827 （国保連令和 7 年 12月実績） 7 年 12月実績）
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○ 報酬単価

○ 対象者

就労選択支援

○ サービス内容 ○ 主な人員配置

■ 就労移行支援又は就労継続支援を利用する意向を有する者及び現就労移行支援又は就労継続支援を利用している者
※ 令和７年10月から、就労継続支援Ｂ型は、従来の就労アセスメント 代わり、就労選択支援より就労面係る課題等の把握が行われている者が対象となる。

※ 令和９年４月以降は、支援体制の整備状況を踏まえつつ、新た 就労継続支援Ａ型を利用する場合や就労移行支援 おける標準利用期間を超えて利用する場合 おいても、
就労選択支援 より就労面 係る課題等の把握が行われている者を対象とする予定。

■ 障害者本人が就労先・働き方ついてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用
して、本人の希望、就労能力や適性等 合った選択を支援する

■ 具体的は、以下のプロセスを実施する。
○ 短期間の生産活動等を通じて、就労関する適性、知識及び能力の評価並び 就労関す
る意向等整理（アセスメント）を実施。

○ アセスメント結果の作成当たり、利用者及び関係機関の担当者等を招集して多機関連携会
議を開催し、利用者の就労関する意向確認を行うととも 担当者等意見を求める。

○ アセスメント結果を踏まえ、必要応じて関係機関等との連絡調整を実施。
○ 協議会への参加等 よる地域の就労支援 係る社会資源や雇用事例等 関する情報収
集、利用者への進路選択資する情報提供を実施。

■ 支給決定期間は原則１ヶ月とする。

基本報酬

主な加算

■ 就労選択支援員

※ 就労選択支援員は就労選択支援員養成研
修の修了を要件とする。

※ 経過措置として、令和９年度末までは、基礎
的研修又は基礎的研修と同等以上の研修
の修了者を就労選択支援員とみなす。

※ 就労選択支援は短時間のサービスであるこ
とから、個別支援計画の作成は不要とし、サ
ービス管理責任者の配置は求めない。

１5：１以上

福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)､(Ⅱ) ､（Ⅲ） 15､10､６単位
* Ⅰ：社会福祉士等資格保有者が常勤職員の35％雇用されている場合
* Ⅱ：社会福祉士等資格保有者が常勤職員の25％雇用されている場合

※  H30～資格保有者 公認心理師を追加
* Ⅲ：常勤職員が75％以上又は勤続3年以上が30％以上の場合

就労選択支援サービス費 1,210単位／日

主な減算

食事提供体制加算、送迎加算等
* 他の福祉サービスと共通した加算も一定の条件を満たせば算定可能

特定事業所集中減算 200単位／日 （※所定単位数から減算）

正当な理由なく、就労選択支援事業所 おいて前６月間 実施したアセスメントの結果を踏まえ
て利用者が利用した指定就労移行支援、指定就労継続支援Ａ型又は指定就労継続支援Ｂ型
のそれぞれの提供総数のうち、同一の事業者よって提供されたものの占める割合が100分の
80を超えている場合 ついて、減算する。

○ 事業所数 ○ 利用者数 614 （国保連令和（国保連令和 7 年12月実績） 7 年12 月実績）297

【 出 典 】 国 保 連 デ ー タ
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就労選択支援の現状

【就労選択支援の現状】

○ 就労選択支援は、令和７年10月に施行されて以降、費用額、利用者数及び事業所数は、

いずれも増加傾向にある。
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※出典:国保連データ

就労選択支援の報酬算定状況（令和７年12月サービス提供分）①

費用額取 率単位数加算部分
福祉専門職員配置等加算

231千円29%15 単位/日イ 福祉専門職員配置等加算（Ⅰ）
9千円3%10 単位/日ロ 福祉専門職員配置等加算（Ⅱ）
78千円28%6 単位/日ハ 福祉専門職員配置等加算（Ⅲ）

視覚・聴覚言語障害 支援体制加算
0千円0%51 単位/日イ 視覚・聴覚言語障害 支援体制加算（Ⅰ）
0千円0%41 単位/日ロ 視覚・聴覚言語障害 支援体制加算（Ⅱ）
0千円0%41 単位/日高次脳機能障害 支援体制加算

198千円25%94 単位/回欠席時対応加算
医療連携体制加算

0千円0%32 単位/日イ 医療連携体制加算（Ⅰ）
0千円0%63 単位/日ロ 医療連携体制加算（Ⅱ）
0千円0%125 単位/日ハ 医療連携体制加算（Ⅲ）

ニ 医療連携体制加算（Ⅳ）
0千円0%800 単位/日（1）利用 が1人
0千円0%500 単位/日（ ） 利用 が 人
0千円0%400 単位/日（３）利用 が３人以上８人以下
0千円0%500 単位/日ホ 医療連携体制加算（Ⅴ）
0千円0%100 単位/日~ 医療連携体制加算（Ⅵ）
0千円0%150 単位/月利用 負担上限額管理加算

331千円30%30 単位/日食事提供体制加算

※出典:国保連データ

就労選択支援の報酬算定状況（令和７年12月サービス提供分）②

（続き）

費用額取 率単位数加算部分

送迎加算

67千円4%21 単位/回イ 送迎加算（Ⅰ）

0千円0%21 単位/回×70％同—敷地内 場合

130千円13%10 単位/回ロ 送迎加算（Ⅱ）

0千円0%10単位/回×70％同—敷地内 場合

0千円0%300 単位/日在宅時l 支援サービス加算

福祉・介 職員等処遇改❹加算

2,651千円43%定単位数×加算率イ 福祉・介 職員等処遇改❹加算（Ⅰ）

827千円15%ロ 福祉・介 職員等処遇改❹加算（Ⅱ）

408千円7%ハ 福祉・介 職員等処遇改❹加算（Ⅲ）

136千円3%二 福祉・介 職員等処遇改❹加算（Ⅳ）

55,827千円

60,892千円

基本部分

合計
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自立生活援助
○ 対象者

障害者支援施設やグループホーム、精神科病院等から地域での一人暮らし 移行した障害者等や居宅 おいて単身であるため、又はその
家族と同居している場合であっても家族等の障害・疾病等や当該障害者の生活環境の大きな変化その他の事情より、居宅 おける自立した
日常生活を営む上での各般の問題対する支援が見込めない状況ある者

○ サービス内容 ○ 主な人員配置

■ 居宅おける自立した日常生活を営む上での各般の問題つき、定期的な巡
回又は随時通報を受けて行う訪問、相談対応等より、障害者の状況を把
握し、必要な情報の提供及び助言並び 相談、関係機関との連絡
調整等の自立した日常生活を営むための環境整備必要な援助を行う。

○ 報酬単価（令和６年４月～）

■ 基本報酬

自立生活援助サービス費（Ⅲ）
（Ⅰ）（Ⅱ）以外の場合
利用者の居宅への訪問よる支援及びテレビ

電話装置等の活用よる支援をそれぞれ１月１日
以上行った場合

[700単位]

自立生活援助サービス費（Ⅱ）
（Ⅰ）以外の場合
・地域生活支援員30：１未満 [1,172単位]
・地域生活支援員30：１以上 [ 821単位]

自立生活援助サービス費（Ⅰ）
障害者支援施設やグループホーム、精神科病院等から退所等

又は同居家族の死亡若しくはこれ準ずると市町村が認める事情より
単身での生活を開始した日から1年以内の場合
・地域生活支援員30：１未満 [1,566単位]
・地域生活支援員30：１以上 [1,095単位]

■ 主な加算
同行支援加算

月２回まで 500単位／月
月３回 750単位／月
月４回以上 ,1,000単位／月

集中支援加算
自立生活援助サービス費（Ⅰ）を算定している

場合 限り、１月６回以上、利用者の居宅を訪問す
ることより、自立生活援助を行った場合

500単位／月

ピアサポート体制加算
研修を修了したピアサポーター等を配置した場合

100単位／月

緊急時支援加算（Ⅰ） ※地域生活支援拠点等の場合 ＋50単位／日

緊急時利用者等からの要請基づき、深夜速やかに 利用
者の居宅への訪問等 よる支援を行った場合

711単位／日
緊急時支援加算（Ⅱ）

緊急時 利用者等からの要請基づき、深夜電話による相談援
助を行った場合 , 94単位／日

居住支援連携体制加算
居住支援法人や居住支援協議会との連携体制を構築し

、月 １回以上、情報連携を図る場を設けて情報共有した
場合 35単位／月
地域居住支援体制強化推進加算 ※月１回を限度

居住支援法人と共同して、住居の確保及び居住支援係る
課題を協議会等報告した場合 500単位／回

日常生活支援情報提供加算 ※月１回を限度

あらかじめ利用者の同意を得て、精神障害者が
日常生活を維持する上で必要な情報を、精神科病
院等対して情報提供を行った場合

100単位／回

■ サービス管理責任者
・常勤専従である場合 60：１以上 ・常勤以外の場合 30：１以上

■ 地域生活支援員１以上 （25：1が標準）
・サービス管理責任者と地域生活支援員は兼務が可能。
・自立生活援助事業所と併設する地域相談支援事業所を一体的 運営して
いる場合は、サービス管理責任者と相談支援専門員を兼務可能。

○ 事業所数 293 （国保連令和 7 年12 月実績） ○ 利用者数 1,248 （国保連令和 7 年12 月実績）

共同生活援助（介護サービス包括型）

■ 基本報酬

● 障害支援区分６の場合 [600単位] ～ 障害支援区分１以下の場合 [171単位] ● 退居後共同生活援助サービス費 [2,000単位]

■ 主な加算
自立生活支援加算（Ⅰ）

居宅おける単身等での生活を希望する等の利用者の退居 向けて、退
居後の生活 ついて相談援助・退居後 生活する居宅訪問、当該
利用者及びその家族等対して障害福祉サービス等の相談援助及び連絡
調整を行った場合 1,000単位/月
自立生活支援加算（Ⅲ）

居宅おける単身等での生活を希望する等の利用者であって、かつ移行
支援住居を設けた上で、退居後の生活ついて相談援助・退居後生活する
居宅訪問、当該利用者及びその家族等対して障害福祉サービス等の相
談援助及び連絡調整を行った場合 80単位

人員配置体制加算
基準上必要とされる人員数加え、一定以上の職員を加配した場合

12：１加配 83単位～77単位 30：１加配 33単位～31単位 等

夜間支援等体制加算（Ⅰ）～（Ⅵ） ※利用者5人の場合の例

（Ⅰ）夜勤職員を配置する場合 区分 応じ：269単位～179単位
他、宿直職員を配置する場合、常時の連絡体制又は防災体制を確保する場合等

重度障害者支援加算
I. 区分６であって重度障害者等包括支援の対象者対して、従業者を加配する

ととも 、一定の研修を修了した場合 360単位
II. 区分４以上の強度行動障害を有する者対して、従業者を加配するととも

、一定の研修を修了した場合 180単位
・起算日から180日以内＋400単位～500単位

（中核的人材を配置し、行動関連項目18点以上の者の場合＋200単位）
・中核的人材を配置し、行動関連項目18点以上の者 対し支援計画シートを作成した場合＋150単位

強度行動障害者体験利用加算
強度行動障害を有する者が地域移行のため体験利用を行う場合で

あって、一定の研修を修了した者を配置する場合 400単位

医療連携体制加算
看護職員が事業所を訪問して利用者対して看護を行った場合等
（Ⅰ）125単位 ～（Ⅲ）32単位 他（Ⅳ）～（Ⅶ）

集中的支援加算
広域的支援人材が訪問等した場合の評価 1,000単位／回（月４回を限度）

状態が悪化した者を受け入れた施設等への評価 500単位

○ 対象者

地域において自立した日常生活を営む上で、相談、入浴、排泄又は食事の介護その他日常生活上の援助を必要とする障害者（身体障害者
あっては、65歳未満の者又は65歳に達する日の前日まで、障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限る。）

○ サービス内容 ○ 主な人員配置

■ 主として夜間おいて、共同生活を営むべき住居おける相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他日
常生活上の援助を実施

■ 利用者の就労先又は日中活動サービス等との連絡調整や余暇活動等の社会生活上の援助を実施

■ サービス管理責任者 30：１以上
■ 世話人 ６：１以上
■ 生活支援員 障害支援区分応じ

２.５：１ ～ ９：１以上

○ 事業所数 12,492（国保連令和 ○ 利用者数 179,347（国保連令和7 年 12月実績） 7年 12月実績）

○ 報酬単価（令和6年４月～）
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共同生活援助（外部サービス利用型）

○ 対象者

○ サービス内容 ○ 主な人員配置

地域おいて自立した日常生活を営む上で、相談等の日常生活上の援助を必要とする障害者（身体障害者 あっては、65歳未満の者又
は65歳達する日の前日まで 障害福祉サービス若しくはこれ 準ずるものを利用したことがある者 限る。）

■ 主として夜間おいて、共同生活を営むべき住居おける相談その他日常生活上の援助を実施
■ 利用者の状態応じて、入浴、排せつ又は食事の介護その他日常生活上の援助を実施（外部の居宅

介護事業所委託）
■ 利用者の就労先又は日中活動サービス等との連絡調整や余暇活動等の社会生活上の援助を実施

■ サービス管理責任者 30：１以上
■ 世話人 ６：１以上（当面は10：１以上）
※介護の提供は受託居宅介護事業所が行う

○ 報酬単価（令和６年4月～）

■ 基本報酬

● 世話人 ６：１ [171単位] ～ 世話人10：１ [115単位]
※利用者対し受託居宅介護サービスを行った場合は、サービス 要する標準的な時間応じて受託介護サービス費を併せて算定 ［96単位～］

● 退居後外部サービス利用型共同生活援助サービス費 [2,000単位] ※自立生活支援加算（Ⅰ）又は（Ⅲ）を当該住居 おいて算定されていた者に 限る。

■ 主な加算
自立生活支援加算（Ⅰ）

居宅おける単身等での生活を希望する等の利用者の退居 向けて、退
居後の生活ついて相談援助・退居後生活する居宅訪問、当該利用者及び
その家族等対して障害福祉サービス等の相談援助及び連絡調整を行った場
合 1,000単位/月

自立生活支援加算（Ⅲ）

人員配置体制加算
基準上必要とされる人員数加え、一定以上の職員を加配した場合

12：１加配 73単位 30：１加配 28単位

医療連携体制加算
看護職員が事業所を訪問して利用者対して看護を行った場合等
（Ⅰ）125単位 ～（Ⅲ）32単位 他（Ⅳ）～（Ⅶ）

居宅おける単身等での生活を希望する等の利用者であって、かつ移行
支援住居を設けた上で、退居後の生活ついて相談援助・退居後生活する
居宅訪問、当該利用者及びその家族等対して障害福祉サービス等の相談
援助及び連絡調整を行った場合 80単位

夜間支援等体制加算（Ⅰ）～（Ⅵ） ※利用者5人の場合の例

I. 夜勤職員を配置する場合 区分 応じ：269単位～179単位
II. 宿直職員を配置する場合 90単位
III. 常時の連絡体制又は防災体制を確保する場合 10単位
＜（Ⅰ）の夜勤職員 加え事業所単位で以下の職員を追加配置する場合（Ⅳ）～（Ⅵ）もあり＞

○ 事業所数 1,065（国保連令和 7 年 12月実績） ○ 利用者数 13,494（国保連令和 7 年 12月実績）

共同生活援助（日中サービス支援型）

○ 対象者

地域において自立した日常生活を営む上で、相談、入浴、排泄又は食事の介護その他日常生活上の援助を必要とする障害者（身体障害者
あっては、65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限る。）

○ サービス内容 ○ 主な人員配置

■ 主として夜間おいて、共同生活を営むべき住居おける相談、入浴、排せつ又は食事の介護その
他日常生活上の援助を実施 （昼夜を通じて１人以上の職員を配置）

■ 利用者の就労先又は日中活動サービス等との連絡調整や余暇活動等の社会生活上の援助を実施
■ 短期入所（定員1～5人）を併設し、在宅で生活する障害者の緊急一時的な宿泊の場を提供

■ サービス管理責任者 30：１以上
■ 世話人 ５：１以上
■ 生活支援員 障害支援区分応じ

２.５：１ ～ ９：１以上

○ 報酬単価（令和６年４月～）

■ 基本報酬

ＧＨ おいて日中支援を実施した場合 障害支援区分６ [ 997単位] ～ 障害支援区分３ [524単位] 1日毎に

日中活動ｻｰﾋﾞｽ事業所等を利用した場合 障害支援区分６ [ 765単位] ～ 障害支援区分１以下 ［253単位］ 切替可

■ 主な加算
夜勤職員加配加算

基準で定める夜間支援従事者加え、共同生活住居ごと 、夜
間支援従事者を 1以上追加で配置した場合 149単位

人員配置体制加算
基準上必要とされる人員数加え、一定以上の職員を加配した場合

7.5：１加配 138単位～121単位 20：１加配 53単位～45単位 等

自立生活支援加算（Ⅱ）
居宅おける単身等での生活を希望する等の利用者の退居向けて、退居

後の生活ついて相談援助・退居後生活する居宅訪問、当該利用者及び
その家族等対して障害福祉サービス等の相談援助及び連絡調整を行っ
た場合、又は退居後30日以内に当該利用者の居宅を訪問し、当該利用
者及びその家族等に対して相談援助を行った場合

500単位

重度障害者支援加算
I. 区分６であって重度障害者等包括支援の対象者対して、従業者を加配するとと

も、一定の研修を修了した場合 360単位
II. 区分４以上の強度行動障害を有する者対して、従業者を加配するとともに一定

の研修を修了した場合 180単位
・起算日から180日以内＋400単位～500単位

（中核的人材を配置し、行動関連項目18点以上の者の場合＋200単位）
・中核的人材を配置し、行動関連項目18点以上の者対し支援計画シートを作成した場合＋150単位

強度行動障害者体験利用加算
強度行動障害を有する者が地域移行のため体験利用を行う場合、一定

の研修を修了した者を配置する場合 400単位

集中的支援加算
広域的支援人材が訪問等した場合の評価 1,000単位／回（月４回を限度）

状態が悪化した者を受け入れた施設等への評価 500単位

○ 事業所数 1,500 （国保連令和 7 年 12月実績） ○ 利用者数 23,513（国保連令和 7 年 12月実績）
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事例１：障害者施設からアパートでの独居生活を送る
ことにした車いすの佐々木和子さん

佐々木さん

生活介護
日中の充実

家事援助

食事や家事
の支援

移動支援
買い物や手続き 短期入所

生活の安定

身体介護
入浴の支援

事例２：特別支援学校を卒業し、自分でお金を稼ぐ目
標を立てた知的障害の山本美智雄さん

山本さん

就労継続支援B型
工賃収入確保

家事援助

食事や家事
の支援

移動支援
買い物や映画 短期入所

気分転換

地域活動支援
センター

他者との交流
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事例３：精神科病院を退院し、グループホームでの生
活をしながら就労を目指す精神障害の森田ひとみさん

森田さん

就労移行支援
就労の訓練

共同生活援助

夜の生活の場
の確保

居宅介護
通院支援 相談支援

困りごとの相談

地域移行支援
退院後の支援

１．介護保険制度
６５歳以上の高齢者および４０歳以上の該当する疾病の方は介護保険の対象者となり、申請によ
り介護保険のサービスを受けることができる。利用者の費用は原則１割負担である。また、障害者
でも介護保険の該当者は介護保険が優先となる。本人の都合で介護保険か障害福祉サービスを選択
することはできない。

２．障害福祉サービスの利用
次の方は障害福祉サービスを利用することができる。
①介護保険認定で非該当となった障害者
介護保険認定は要支援１～要介護５の７段階であるが、「非該当」と認定された場合には介護

保険サービスを利用することができない。その場合には障害の調査を行い、障害支援区分の認定
審査会を実施する。その結果でサービスを利用することができる。
②介護保険サービスに該当しないサービスが必要な障害者
訓練等給付の就労継続支援B型を利用している方が介護保険の該当者になった場合には、障害福
祉サービスとして利用できる。ただし、６５歳以上の場合には市町村の判断による。

③介護保険のサービスでは支給量が足りないと判断された障害者
居宅介護のサービスを受けているものが介護保険になったときに、介護度により使えるサービ
スの上限が決まっている。しかし、それだけでは本人に十分な支援ができない場合には障害福
祉サービスを使うことができる。

④障害福祉サービスの方が本人に適していると判断された場合
たとえば、生活介護を利用した方が６５歳になり、通所介護サービスを使うこととなったが、
近隣には本人に適した事業所がなく、本人にとって活動が著しく低下されると判断された場合
には市町村の判断で障害福祉のサービスを継続することができる。

介護保険制度と障害者制度
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